
✓譲受予定者の国籍（法人の場合は設立準拠国）
✓譲受予定者が法人の場合、その代表者が外国
人か、役員の過半数、議決権の過半数が外国
人で占められるかの申告

○

○

✓譲受予定者の国籍（法人の場合は設立準拠国）
✓譲受予定者が法人の場合、

✓自由記述（記載要領の中で記載内容を例示）
✓「共同住宅」「店舗・事務所・商業施設」な
どの に改正
✓当該土地等を、

についても記載

※上記の内閣府令改正と合わせて、令和８年４月より、
・宅建業者等の代理人が届出を行う場合
・譲渡予定者と譲受予定者が連名で届出を行う場合
・複数の者が共有する不動産の取引を行う場合

これらの場合について、
オンライン届出を可能とする
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